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騒

平
旦

下
馬
将
軍
の

「山
が
っ
た
道
」

家
綱
政
権
下
、
筆
頭
老
中
に
躍
り
出
た
酒
井
忠
清
。

「睛
慢
」
「
不
忠
」
と
の
悪
評
も
あ
っ
た
男
の
実
像
と
は
―
―
。

や
ま

う

ち

ま

さ

め

き

山
内
昌
之

L

武
蔵
野
大
学
特
任
教
授

・

東
京
大
学
名
誉
教
授

ⅢJ "

〆

一
、
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
論
か
ら
見
た
家
綱

八
世
紀
の
イ
ラ
ン
の
名
文
家
イ
ブ
ン
・
ア
ル
ム
カ
ソ
フ
ァ
は
、

工
者
に
望
ま
し
い
性
質
と
し
て
、
怒
り
、
嘘
、
吝
替
、
憎
悪
の
感

情
を
持
た
ず
、
み
だ
り
に
誓
い
を
立
て
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
さ

ら
に
十
四
世
紀
の
イ
ル
汗
国
の
イ
ブ
ン
・
ア
ッ
テ
ィ
ク
タ
カ
ー
は

こ
の
五
つ
以
外
に
、
性
急
さ
、
嫌
気
、
俗
怠
、
退
屈
の
欠
如
を
挙

げ
た

（『
ア
ル
フ
ァ
フ
リ
ー
』
１
）。
イ
ブ
ン
・
ア
ゥ

テ
ィ
ク
タ
カ

ー
の
い
う

「最
も
有
害
な
性
質
」
や

「最
も
腐
敗
し
た
状
態
」
か

ら
い
ち
ば
ん
免
れ
て
い
た
歴
代
の
徳
川
将
軍
は
、
地
味
な
が
ら
も

欠
陥
の
乏
し
い
四
代
家
制
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

六
歳
の
竹
千
代
と
幼
い
近
臣
が
山
王
祭
礼
を
真
似
し
て
戯
れ
た

時
の
こ
と
だ
。
御
次
に
控
え
る
六
十
歳
が
ら
み
の
加
々
爪
半
之
丞

は
屋
敷
が
山
王
に
近
く
真
似
を
さ
せ
た
ら
よ
い
と
近
習
が
言
い
出

し
た
。
家
綱
は
半
之
丞
の
迷
惑
顔
を
見
て
事
情
を
察
し
そ
の
場
を

去
ら
せ
た
。
近
習
ら
に
は

「人
の
迷
惑
す
る
事
を
我
れ
面
白
し
と

て
、
さ
す
ま
じ
き
ぞ
」
と
注
意
し
た
。
ま
た
家
綱
の
温
和
な
人
柄

を
思
わ
せ
る
二
つ
の
逸
話
が
あ
る
。
彼
は
遠
島
の
囚
人
も
殺
さ
ず

に
い
ず
れ
赦
免
さ
れ
る
な
ら
、
「其
島
に
食
物
な
く
ば
定
め
て
餓

死
す
べ
し
。
不
便
な
る
事
な
り
。
如
何
な
れ
ば
扶
持
せ
ら
れ
ぬ

ぞ
」
と
疑
問
を
呈
し
た
。
父
家
光
は
し
み
じ
み
感
心
し
、
家
綱
仕
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将軍の世紀

置
き
の
初
め
と
し
て
南
後
扶
持
を
与
え
よ
と
代
官
に
下
知
し
た
。

将
軍
と
し
て
天
守
閣
に
上
が
っ
た
節
、
側
衆
が
慰
み

再
三
供
し
た
が
、
使
わ
な
か
っ
た
。
自
分
は
幼
少
な

あ
る
。
い
ま
四
方
を
目
鏡
で
見
下
す
な
ら
、
「将
軍
は

上
り
、
江
戸
の
模
様
を
見
下
す
な
ど
と
い
は
ば
、
諸
人
の
苦
み
削

那

⊃
轄

集

っ
雅

蛇

筵

鵡

郁
斃

膀

の
美
質
は
、
む
し
ろ
舅
体
虚
弱
や
政
務
能
力
の
低
さ
の
結
果
と
さ

れ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
幕
府
正
史
の

『
徳
川
実
紀
』
で
も
評
価
は
低

い
。
「惜
し
む
べ
き
は
、
御
生
来
お
体
が
御
丈
夫
で
は
な
く
、
御

赫
噸
知
⇔
障
艤
醇
抑
゛
陣
瞭
ば
鋤
嚇
却
剪
体
原
雌
却
暉
腰
軸
廠
麟

の
で
、
権
力
を
弄
ぶ
輩
が
大
変
に
威
力
と
福
徳
で
服
従
さ
せ
、
将

軍
の
威
権
を
お
お
い
か
く
す
気
風
が
生
じ
、
下
々
に
将
軍
の
言
葉

が
通
じ
る
こ
と
は
稀
に
な
っ
た
。
い
か
に
も
寛
容
で
慎
み
深
い
徳

が
お
あ
り
で
あ
ヶ
な
が
ら
、
そ
の
慈
し
み
と
恵
み
が
左
右
の
臣
下

に
と
ど
ま
り
、
徳
政
が
限
ら
れ
た
圏
内
に
留
ま
る
と
し
て
嘆
く
者

た
ち
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
聞
く
」
含
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
巻
六

十
）
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
家
綱
に
酷
な
叙
述
で
は
な
い
か
。

「弄
権
の
輩
す
こ
ぶ
る
威
福
を
は
り
、
権
蔽
の
風
お
こ
り
臣
と

は
、
下
馬
将
軍
と
綽
名
さ
れ
た
酒
井
忠
清
の
専
権
を
指
す
の
だ
ろ

う
。
そ
の
名
は
役
屋
敷
が
江
戸
城
大
手
門
下
馬
札
前
に
あ
り
、
下

乗

。
下
馬
す
る
面
々
が
忠
清
を
敬
す
る
形
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

「下
言
通
ず
る
事
ま
れ
な
り
」
と
は
家
綱
が
政
務
を
執
ら
な
か
っ

た
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
家
綱
は
病
が
ち
で
も
政
務

を
直
接
に
指
示
す
る
こ
と
が
多
く
、
明
暦
三
年

（
ニ
ハ
五
七
）
か

ら
延
宝
四
年

（
三
ハ
七
工０

ま
で
二
十
年
間
、
『徳
川
実
紀
』
に

は
連
年
、
「面
命
」
（懇
切
に
教
え
諭
す
ょ
う
に
命
じ
る
）
の
記
事
が

現
れ
る
。
大
目
付
と
日
付
に
よ
る
役
人
監
査
の
強
化
、
寺
社

・
勘

定

・
町
三
奉
行

へ
の
職
務
精
励
の
訓
示
、
諸
番
頭

へ
の
番
士
督
励

の
命
令
な
ど
、
役
人
と
番
士
の
振
粛
を
地
味
な
が
ら
図
っ
て
い
た

（辻
連
也

『江
戸
幕
府
政
治
史
研
究
し
。
明
暦
の
大
火
復
旧
の
た
め

の
財
政
出
動
や
寛
文
八
年

（
三
ハ
一ハ
八
）
の
倹
約
令
は
、
徳
川
幕

府
を
安
定
さ
せ
た
家
綱
の
功
績
で
も
ぁ
る
の
だ
。

恐
怖
政
治
も
辞
さ
な
か
っ
た
家
光
の
死
と
と
も
に
、
松
平
信
綱

や
阿
部
忠
秋
ら
将
軍
近
臣
が
押
さ
え
て
い
た

「奉
行
所
」
（幕
政

中
枢
）
の
吏
僚
構
造
が
弛
緩
し
、
譜
代
と
外
様
を
問
わ
ず
大
名
を

統
括
す
る
シ
ス
テ
ム
ヽ
多
少
揺
ら
い
だ
。
家
綱
政
権
に
な
る
と
、

譜
代

・
旗
本
の
家
計
窮
乏
と
、
外
様
と
の
身
分
差
縮
小
が
譜
代
大

名
ら
に
不
満
を
呼
び
起
こ
し
、
酒
井
忠
清
を
頂
点
と
す
る

「門
閥

譜
代
」
の
ま
き
か
ぇ
し
を
促
し
た
と
い
う
説
も
あ
る

（朝
尾
直
弘

『将
軍
権
力
の
創
出
し
。
寛
永
十
五
年

（
三
ハ
三
八
）
十

一
月
の
上

井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
の
大
老
就
任
は
、
松
平
信
綱

・
堀
田
正
盛

・

阿
部
忠
秋
ら
家
光
側
近
出
身
の
老
中
が
幕
政
中
枢
を
掌
握
し
た
結


